
特別養護老人ホームほたるの丘 入所基準 
１．目的 
 この基準は、「静岡県指定介護老人福祉施設優先入所指針」に基づき、特別養護老人ホームほたるの

丘（以下「当施設」という。）の施設サービスを受ける必要性が高いと認められる者を優先的に入所

させるための基準を明確にし、施設入所の透明性・公平性を確保するとともに、円滑な実施を図るこ

とを目的とする。 
 
２．優先入所方針 
 優先入所は、別表の入所申込者評価基準により算定された合計点数の高い順に決定する。合計点数が

同点となった場合は、原則として申し込み順とする。 
 
３．優先入所検討委員会 
（１） 優先入所検討委員会の設置 

当施設は、優先入所順位を決定するため「優先入所検討委員会」（以下「委員会」という。）を

設置する。 
（２） 委員会の構成 

委員会の委員は、施設長、生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門員の当施設職員及

び当施設職員以外の第三者の委員で構成する。第三者の委員とは、当施設の苦情対応・解決取

扱規程により選任された第三者委員をいう。 
（３） 委員会の招集 
   ア 委員会は施設長が招集し、委員会の議長は施設長が務める。 
   イ 施設長に事故または支障があるときは、施設長があらかじめ指名した委員がその職務を代理

する。 
（４） 議事録の作成 

委員会の資料作成及び記録は生活相談員が行う。保存期間は 2年間とする。 
 
４．優先入所決定手順 
（１）入所申込みの受付 
   当施設への入所申込みは、入所申込書（様式１）により行う。 
（２）入所申込者名簿の作成 

当施設は、入所申込書に基づき、別表の入所申込者評価基準項目の「本人及び家族の状況」、「居

住地」により算定した点数が高いものから順に並べ、入所申込者名簿（様式２）を作成する。 
（３）入所申込者の調査 
   当施設は、入所申込者名簿の上位者 10 名について訪問等を行い、訪問調査書（様式３）により

入所申込者の状況を調査する。ただし、当施設開設時についてはこの限りではない。 
（４）優先入所順位の決定 
   ア 検討・協議 
     委員会は、入所申込書及び訪問調査書等から、別表の入所申込者評価基準項目の「特別な状

況」に該当する可能性がある入所申込者の検討・協議を行い、委員の合議により 20 点を加
算する。 

 



   イ 特例評価 
     介護者による虐待、介護放棄等により、要介護者の生命・身体に危険が生じている場合につ

いては、別表の入所申込者評価基準１から３までの合計点数に関わらず 170点とする。 
   ウ 優先入所順位名簿の作成 
     委員会は、上記ア及びイに基づき点数の高い者から順に並べた優先入所順位名簿（様式４）

を作成する。 
   エ 優先入所順位名簿の見直し 
     委員会は６ヶ月に一回以上開催し、優先入所順位名簿を見直しするものとする。当施設は、

本人、家族の状況等に変化が生じたことにより再度申込みした者や新規に申し込みした者を

含めて４－（１）から（３）の手続きにより入所申込者名簿を整理し、委員会が開催される

都度提出するものとする。 
（５） 入所の決定 

ア 本施設は、委員会において優先入所順位の決定を受けた入所申込者について、指定介護老

人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成 11 年厚生省令第 39 号）第 7条第 3
項に基づき、入所申込者の心身の状況等を把握の上、入所を決定する。 

   イ 本施設は、市町村から老人福祉法第 11条第 1項第 2号の措置による入所の委託があった場
合には、他の入所申込者に優先して入所を決定する。 

 
５．優先入所事務の留意事項 
（１）記録の作成及び保存 
   委員会は優先入所に係る協議の内容を記録し、これを 2年間保存するとともに、県又は市町村か

ら求めがあった時は、これを提出するものとする。 
（２）守秘義務 
   委員会の委員は、委員会において知り得た入所申込者又はその家族に関する個人情報を漏らして

はならない。委員を退任した後も同様とする。 
（３）説明責任 
   当施設は、入所申込を受けた時には、入所申込者に対し、この基準の内容を説明するものとする。 
（４）情報の提供 
   当施設は、入所申込者等から入所順位等の結果について情報を求められた時は、これを提供する

ものとする。 
（５）質疑等に対する対応 
   当施設は、入所申込者等から入所順位等の結果について質疑等を申し立てられた時は、再度調査

の上、委員会に諮るものとする。 
 
 
附則 
この基準は平成 20年 8月 10日から実施する。 
  



（別表） 

特別養護老人ホームほたるの丘入所申込者評価基準 
優先入所の点数は、次の１から４までに掲げる項目の点数を合計したものとする。 
１ 本人及び家族の状況（最高１２０点） 

本 人 の

状況 
家族の状況 

要介護

５ 
（５０） 

要介護

４ 
（４０） 

要介護

３ 
（３０） 

要介護

２ 
（１５） 

要介護

１ 
（１０） 

一人暮らし又は家族全員（未成年者を除く。）

が要介護状態、病気療養中もしくは障害を有

するため介護が困難 
（７０） 

１２０ １１０ １００ ８５ ８０ 

家族全員（未成年者を除く。）が要支援状態

又は７５歳以上の高齢者であるため、介護が

困難 
（５０） 

１００ ９０ ８０ ６５ ６０ 

同一世帯に要介護状態、病気療養中又は障害

を有する者が複数いるため、介護が困難 
（３０） 

８０ ７０ ６０ ４５ ４０ 

上記以外の状態であるが、介護が困難 
（１０） 

６０ ５０ ４０ ２５ ２０ 

 
２ 居住地（最高２０点） 

居住地 評価（点） 
施設所在地と同一の市町村内又はその市町村と介護保険の保険者として一

部事務組合を設立している市町村内 
２０ 

施設所在地と同一圏域内。又は県内の隣接市町村内 １０ 
施設所在地の圏域外 ０ 
※ 圏域とは、静岡県が策定したふじのくに高齢者プラン２１における高齢者保健福祉圏域をいう。 
 
３ 特別な状況（最高２０点） 
特に施設入所を考慮すべき状況が認められる場合 ２０ 
 
４ その他 
（１） 介護者による虐待、介護放棄等により、要介護者の生命・身体に危険が生じている場合につい

ては、１から３までの合計点数に関わらず１７０点とする。 
（２） 指定介護老人福祉施設に入所している者及び介護老人保健施設、病院又は法令で定めるその他

の福祉施設に入所又は入院しているが、退所又は退院が予定されていない者については、１及

び２の合計点数に関わらず１０点とし、これに３の特別な状況による点数を加えることができ

る。 
（３） 要介護認定を受けていない者（要支援と認定された者を含む。）又は６ヶ月以内に入所すること

を希望しない者については、１から３までの合計点数に関わらず０点とする。 


